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(1) 地域社会の変化と求められる新しい支え合いのまちづくり 

現在、地方から都市部への人口集中や就労形態の多様化、高齢化や核家族化

など、社会状況の変化によって、地域のつながりが薄れ、お互いが助け合うと

いった地域の相互扶助(地域福祉)の機能が失われつつあります。 

さらに、少子化高齢化が進み人口減少社会が到来した社会状況の中で、子ど

もを巻き込んだ事件や虐待、高齢者や障害のある人をねらった悪質な商法の発

生、自殺やひきこもり、家庭内暴力の増加など、日常生活における福祉課題も

複雑多様化しています。 

また、高齢者支援における地域のニーズとして、要支援者等以外の高齢者、

障害者、児童等がともにつどえる環境づくりが求められていることや、介護保

険の総費用が急速に増大していることなどから、介護保険法(平成１２年４月

施行)の一部改正によって介護予防・日常生活支援総合事業の見直しが行われ、

これまで以上に介護保険給付以外のサービスの活用や地域の見守り・支え合い

の取り組みを考える必要性が出てきています。 

そうした状況の中で、地域でだれもが安心して暮らし続けられるようにして

いくためには、これまでのような行政による画一的なサービスで対応すること

が難しくなっています。そのため、地域の相互扶助(地域福祉)の機能を再構築

し、地域における見守り活動を含むボランティア活動など、地域において持続

可能な支援に取り組んでいくことが求められています。 

本市は、全国的に人口減少が進む中で、人口が増加していますが、新興住宅

街と旧来からの集落が混在しており、市民の意識や高齢化率など、地域によっ

て大きく環境が異なる状況にあります。また、近い将来には、全国的な状況と

同様に、急激に少子化高齢化が進むことも予想されています。 

そこで、本市においては、地域でだれもが安心して暮らし続けられるよう、
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「わたしたちのまち」において新しい助け合いが行われるまちづくりが求めら

れ、特に個々の生活範囲において行われる様々な活動は、地域社会のつながり

を築いていく上で、市民の役割が再認識され、重要視されています。 

そうした中、本市では、平成１７年に第１次地域福祉計画を策定し、関係者

を中心に様々な取り組みが進められてきました。社会状況の変化に応じて複雑

多様化した地域課題に対応していくため、行政の福祉サービス以外の支援が地

域に応じて行われるなど、市民による新たな取り組みが生まれ、一定の成果が

あがっています。 

この度、第２次地域福祉計画を策定していく上で、これまでの市民における

福祉意識の向上や地域における取り組みなどを基盤とし、市民活動をはじめ、

行政、地域福祉の推進を目的とする団体である社会福祉協議会や社会資源であ

る社会福祉事業者等による重層的な支援体制(＝地域包括ケアシステム)を構

築していくことなど、様々な施策によって、地域福祉のさらなる発展をめざし

ていきます。 

 

(2) 地域福祉計画 

平成１２年６月に、新しい社会福祉の考え方に基づいた地域福祉の推進を定

めるため、従来の社会福祉事業法(昭和２６年６月施行)が抜本的に見直され、

「社会福祉法」として改正されました。この改正により「地域福祉の推進」が

位置づけられ、「市町村地域福祉計画」の策定が規定されました。 

本市では、社会福祉法の理念に基づき、平成１７年に「日進市地域福祉計画

(計画期間：平成１７年度～平成２６年度)」(以下「第１次計画」という。)を

策定し、様々な取り組みが進められています。 

また、地域福祉計画については、平成１９年の厚生労働省通知により、計画

に盛り込むべき項目に「要援護者支援」が追加され、これにより日頃から要援

護者の情報を把握し、民生委員児童委員等と情報共有を図ることで、要援護者

が安心して地域で生活できるようにすることが求められています。 

さらに、平成２７年度に施行される生活困窮者自立支援法により、生活困窮
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者の「自立支援」についても計画に盛り込むこととなっており、新たな制度や

施策への対応も求められています。 

 

(3) 地域福祉活動計画 

「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が市民に対して実施する地域福祉

に関する具体的な活動を定める計画です。社会福祉協議会は、社会福祉法第１

０９条において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づ

けられています。 

日進市社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、昭和６１年２月に社会福

祉法人格を取得して以来、市民や各種福祉団体等の理解と協力によって運営さ

れており、本市の在宅福祉や地域福祉の中核的な団体として活動を展開してい

ます。 

社協の計画としては、平成１０年４月に「ふれあいネットワークプラン21」

を策定し、平成１８年３月に「日進しあわせプラン(第１次日進市地域福祉活

動計画)」を策定しています。平成２０年度に第２次活動計画として見直しを

行い、平成２３年に第３次の活動計画を策定しています。 

これまでの活動計画は、地域福祉において社協が積極的な役割を果たす活動

指標として、計画に基づいた各種事業が実施されています。 

今後は社会福祉法の主旨からも、市全体の地域福祉を推進する中心的な役割

を社協が担っていくことになるため、市民が身近な地域の福祉課題を発見し、

必要な社会資源を生かして自ら課題解決に向けた取り組みが進められるよう、

社協において、よりきめ細かな地域福祉活動の展開と支援が求められています。 
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(1) 計画の根拠 

本計画は、社会福祉法第１０７条に規定する「市町村地域福祉計画」と法第

１０９条に規定する社協の「地域福祉活動計画」を一体的に策定するものです。 

 

(2) 各計画の一体的な策定と役割 

これまでは、市と社協が別々に「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を

策定してきましたが、それぞれの役割があいまいな状況となり、地域福祉を推

進する上で弊害のひとつとなっていました。 

各計画は地域福祉の推進を目的とし、密接に関連していることから、めざす

べき方向を合わせ、行政と社協のそれぞれの役割を明確にした上で、一体的に

取り組むことが必要と考え、今回から協働で計画を策定していきます。 

本計画は、「地域福祉計画」を基本計画(方針部分)とし、「地域福祉活動計画」

を実施計画(活動部分)として、それぞれの役割を担うものとしています。また、

行政の画一的な支援(公助)では不足したり、充分に対応できないサービスを、

地域の力(共助)で支援していくことをめざしていきます。さらに、地域におけ

る市民自らの取り組み(自助)を尊重し、地域福祉を推進するための指標となる

計画をめざすとともに、関係する福祉分野の個別計画の基本理念や地域福祉推

進のための施策や取り組みを、総合的に包括していく計画となります。 

計画の性格 2 









 

 - 8 - 

いる人の顔が見え、互いを支え合える範囲と考えます。 

生活の場の中でお付き合いをしている隣近所の人や民生委員児童委員、ボラ

ンティア、老人クラブ、子ども会など、地縁に基づいた人たちを中心として、

市民が困ったときには、できることから互いに支え合えるようなつながりを築

くことが大切です。 

＜第２層＞小学校区 

  「小学校区」には、小学校を地域の拠点として、家庭教育推進委員会や防

災訓練連絡会など校区内連携組織がいくつもあり、そこにはＰＴＡなどの若

い世代が中心となって活動している団体も参加しています。第１層では解決

できないような地域課題に対して、若い世代の協力を得ながら、互いの区や

自治会を支援し合い、既存組織と連携し、課題に応じてつながりも広がって

いくことが考えられます。 

  また、本市の特徴として小学校区の境界線が区・自治会の境界線と異なる

地域がありますが、地域福祉においては、市民の自主的な活動を尊重し、ど

ちらの取り組みも選択できるようなゆるやかな境界と考え、互いの取り組み

の良いところを各階層に生かすといった利点もあると考えています。 

＜第３層＞市全域 

第２層を取りまとめ、全市的な活動を行う圏域として、「市全域」がありま

す。市には、数多くの委員会や協議会が存在しているため、分野ごとの情報を

共有し、調整機能を持つことで、社会資源の開発や虐待などの困難事例への対

応ができると考えています。 

 

(6) 市の他計画との関連と位置づけ 

本計画は、「日進市総合計画」を上位計画とし、「にっしん高齢者ゆめプラン」

「障害者基本計画」「次世代育成支援計画」「いきいき健康プランにっしん２１」

など、市の保健福祉分野の計画をはじめ、「教育振興基本計画」「男女平等推進

プラン」などを横断的につなぎ、地域福祉に関連する施策・事業の総合的な推

進が図れるように策定しています。 





 

 - 10 - 

①第５次日進市総合計画における位置づけ 

平成２３年度～平成３２年度を計画期間とする「第 5 次日進市総合計画」

では、「いつまでも暮らしやすい みどりの住環境都市」を将来都市像として定

めています。また、６つある基本目標の一つに「子育て・健康長寿を支えるま

ちづくり」を掲げており、その中に「地域福祉」が位置づけられています。 

本市は、若い世代が多く住む地域と高齢化が進む地域が混在し、その地域の

実情に見合った地域福祉を進めていくことが望まれています。さらに、新たな

課題である生活困窮者については、低所得者支援として、生活支援や就労支援

を含んだ総合的な支援の取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

②第５期にっしん高齢者ゆめプラン(日進市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画)(平成２４年度～平成２６年度)(第６期:平成２７年度～平成２９年度) 

老人福祉法及び介護保険法を根拠とし、主に高齢者福祉に関する市の方針等

を定めた計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「地域支え合い体制づくりの推進」等 

 

③第２次日進市障害者基本計画(平成２１年度～平成３０年度) 

障害者基本法を根拠とし、主に障害者福祉に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「障害に対する理解促進とまちづくりや市政

への参加保障」等 

 

 

 

「地域福祉」の施策がめざす将来の姿 

 市民一人ひとりがお互いの暮らしを尊重し、支えあえる地域にな

っています。 

 だれもが安心して暮らし続けられる地域になっています。 
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④第３期日進市障害福祉計画(平成２４年度～平成２６年度)(第４期:平成２７年

度～平成２９年度) 

障害者総合支援法を根拠とし、主に障害福祉サービスに関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「地域生活支援事業」の一部 

 

⑤日進市次世代育成支援計画(平成１７年度～平成２６年度) 

(子ども・子育て支援事業計画:平成２７年度～平成３６年度) 

次世代育成支援対策推進法を根拠とし、主に児童福祉に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「すべての子育て家庭を支援する仕組みづく

り」等 

 

⑥第２次いきいき健康プランにっしん２１(平成２６年度～平成３５年度) 

健康増進法を根拠とし、主に保健・健康づくりに関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「みんなで支える健康づくり」等 

 

⑦教育振興基本計画(平成２５年度～平成３２年度) 

教育基本法を根拠とし、主に家庭教育、学校教育、生涯学習に関する計画で

す。 

本計画での主な関連施策・・・「安全で安心して学ぶことができる教育環境

の整備」等 

 

⑧男女平等推進プラン(平成２３年度～平成３２年度) 

日進市男女平等推進条例を根拠とし、主に男女平等推進やワーク・ライフ・

バランス(仕事と生活の調和)に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「地域活動の場における男女平等を推進」等 
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⑨生涯学習４Ｗプラン(平成２４年度～平成２８年度) 

主に生涯学習に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「多様な生涯学習の場・機会の提供」等 

 

⑩環境基本計画(平成１６年度～平成３５年度) 

日進市環境まちづくり基本条例を根拠とし、主に生態系や自然環境・生活環

境に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「コミュニティ」等 

 

⑪第２次食育推進計画(平成２６年度～平成３０年度) 

食育基本法を根拠とし、主に食生活に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「食を通じて豊かな『心』を育みます」等 

 

⑫地域防災計画 

災害対策基本法を根拠とし、主に各種災害時の防災対策に関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「災害時要援護者の安全対策に関する計画」

等 

 

⑬都市マスタープラン(平成２３年度～平成３２年度) 

都市計画法を根拠とする、まちづくりに関する計画です。 

本計画での主な関連施策・・・「“にぎわい”と“ふれあい”を生み出す新た

な『都市拠点』の形成」等 

 

(7) 計画の期間 

本計画の期間は、平成２７年度～平成３６年度の１０年間とし、5年目の平

成３２年度には地域福祉活動計画の中間見直しを行います。 

ただし、社会状況や本計画の進捗に合わせ、必要に応じて見直しを実施しま

す。 



3

プロジェクト会議
構成：行政職員

わたしのまちのサポーター会議
構成：公募市民・社会福祉事業者等

日進市わたしのまちの
しあわせづくり委員会

福祉コミュニティ

意識調査

(平成２４年 )

パブリック

コメント

(平成２６年 )

地域福祉

フォーラム

(平成２６年 )

わたしのまちの

座談会

(平成２５年 )

計画案作成

事務局
市 社協

活動案方針案

計画案作成
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■プロジェクト会議 

地域福祉に関連する他計画との整合を図るため、行政職員による委員で構成

する「プロジェクト会議」を開催し、本計画の方針案について検討しました。 

 

■サポーター会議 

公募市民や社会福祉事業者等による委員で構成する「サポーター会議」を開

催し、並行して開催される「プロジェクト会議」と情報共有を図りながら、地

域の課題を検討・協議し、行動計画としての活動案を策定しました。 

 

■福祉コミュニティ意識調査 

この調査は、市民が安心して住み続けることができる地域にするために、地

域における助け合いや福祉活動、周辺の居住環境の実態を明らかにし、どのよ

うな政策や行政サービスが求められるのかを検討することを目的とし、愛知学

院大学政策科学研究所が市と社協の協力のもとに実施しました。 

 

■地域座談会 

市民自らが地域の課題や特性を明確にし、各課題について緊急度と重要度と

いう視点で優先順位を話し合う場として、「日進市わたしのまちの座談会」を

各小学校区９地区で開催しました。 

 

■パブリックコメント 

委員会等からのご意見を反映した計画の案について、市民からの意見聴取の

ためにパブリックコメントを実施しました。 

 

■地域福祉フォーラム 

地域福祉の理解を広げることを目的として毎年開催されていましたが、平成

２６年度においては、本計画の策定に向けたキックオフイベントとして開催し

ました。 
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本計画は、「地域福祉」という市民の日常における生活全般に関わる内容の

計画書です。日常生活において、日々の暮らしや様々な市民活動を行っていく

中で、あえて「地域福祉」を意識している人は多くはないと思います。しかし

ながら、日常の暮らしや日々の市民活動が結果として地域福祉につながってい

るということ、そして、だれもが少しずつでも「地域福祉」の視点を持っても

らうため、さらに、広く市民に親しまれ、愛着を抱いていただけるようにする

ため、本計画の名称を「にっしん幸せまちづくりプラン」としました。 

 

名称「にっしん幸せまちづくりプラン」について4 
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